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地域共生社会創造における

ソーシャルワーカー（専門職）
の役割と課題

同志社大学 名誉教授
滋賀県社会福祉協議会理事、えにしアカデミー学長

上野谷 加代子
（うえのや かよこ）

滋賀県社会福祉士会研修会
202１年２月撮影

同志社大学 上野谷加代子

福祉人のしごと

＊やらなければならないこと（使命、ミッショ

ン）

＊やりたいこと（意志、仕事欲、チャレンジ

＊やれること（能力、気力、体力、金、仲間、

ポジション、組織・・・）とのジレンマ

はじめに
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同志社大学 上野谷加代子

はじめに

重層的な自己・たまねぎモデル（korthagen2013)

(6) 環境…自分は何と向き合っているか。
向き合わなければならないか。

(5) 行動…何をしているか。

(４) コンピテンシー…何ができるか。

(３) 信念…何を信じているのか。

(２) アイデンティティ…自分をどういう存在
として認識しているか。

(１)ミッション…理想・使命・目標（コアクオリ
ティ）

同志社大学 上野谷加代子

今こそ、ソーシャルワーカー（社会福祉専門

職）は、地域に根ざした

「福祉人」として社会福祉法人施設、事業所

、生協・農協、共同募金運動、民生児童委

員活動、当事者団体、市民活動等と一緒に

参加と協働で 共生社会づくりに向け包括

的に計画的に、○○を実施しましょう

はじめに
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実践

技術・
方法

近接
領域

制度・
政策

福祉専門職・民生委員・住民の
これから

思想・
理念

力の
発揮

同志社大学 上野谷加代子

ソーシャルワークの定義
ゴール

人間のｳｪﾙﾋﾞｰｲﾝｸﾞ・自己実現の増進及び
達成、社会正義

“直接的なサービス”
対象：クライエント, 

サービス利用者

“間接的なサービス”

環境の
中の人

文化的要因

ソーシャルワークの価値と倫理
人権/社会正義、研究の理論と技法

制 度
家庭, 教育, 保健および精神保健ｻｰﾋﾞｽ, 
社会福祉, 労働, 政治, ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ, 住宅, 
法律/司法機関, 環境Draft June 1998

Isadora Hare(2004) “International Social Work”, Vol. 47, No. 3, 
pp407-424の図（仮訳：社養協事務局）
なお、この図は、2004年IFSW総会（アデレード大会）で発表されたもの。

ミクロ メゾ マクロ

心理療法/
臨床ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ

社会開発

家族療法 社会教育

ｹｰｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

ｴﾝﾊﾟﾜﾒﾝﾄ/
抑圧からの解放

ﾌﾞﾛｰｶﾘﾝｸﾞ
（仲介）

ｿｰｼｬﾙｹｰｽﾜｰｸ 機関運営・管理

ｱﾄﾞﾎﾞｶｼｰ
ｿｰｼｬﾙｱｸｼｮﾝ

ｺﾐｭﾆﾃｨ
ｵｰｶﾞﾆｾﾞｰｼｮﾝ 啓発

政策反映への
働きかけ

政策立案ｿｰｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾜｰｸ

対象：機関、ｸﾞﾙｰﾌﾟ、
ｺﾐｭﾆﾃｨ、施設、社会
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同志社大学 上野谷加代子

生

死

（○は課題）

家族

地域社会

社会的要因

経済的要因

文化的要因

政治的要因

環境的要因

社会的要因

経済的要因

家族

地域社会

文化的要因

政治的要因

環境的要因

平和 平和

問題解決のプロセス

地域共生社会の理念
• すべての人々が地域、暮らし、生きがいをと
もに作り高め合う事ができる「地域共生社会」
を実現する。

• 支えて側と受け手側にわかれない

• すべての地域住民が役割を持ち支えあう

• 自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成
し、福祉などの地域の公的サービスと協働し
て助け合いながら暮らす仕組み→権利として
の地域共生社会へ、自立と尊厳、
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地域共生社会の政策動向
2013年8月6日 社会保障改革国民会議・報告書
2015年4月 生活困窮者自立支援法
2015年9月17日 厚労省ワーキングチーム
• 「誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対
応した福祉の提供ビジョン－」

• 介護、保育、障害者、生活困窮の一体的提供にむけたビジョン「全世代・全対象
型地域包括支援体制」の構築にむけて
2016年3月24日
「地域の実情に見合った総合的なサービス提供体制の確立」
「実現にむけた工程表」３０項目，２０２０年度
2016年6月2日 「ニッポン一億総活躍社会」
2016年7月15日 「共生社会実現本部」の設置
2016年12月26日 「地域力強化検討会・中間とりまとめ」
2017年2月7日 「地域共生社会の実現にむけて」工程表
2017年6月2日「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を
改正する法律」公布
2017年9月12日 「地域力強化検討会・最終とりまとめ」
2017年12月12日 厚労省大臣告示 ３局長通知
2018年4月1日 新社会福祉法の施行
2019年7月19日「地域共生社会推進検討会・中間とりまとめ」⇒2020年6月

政策の流れ

「NORMA社協情報 ２０２０年10・11月号」より
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地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現

４つの改革

①福祉ニーズの多様化・複雑化

複合的な課題を有する場合や
分野横断的な対応等に課題

〔制度ごとのサービス提供〕
②高齢化の中で人口減少が進行

地域の実情に応じた体制整備
や人材確保が課題

背景・課題

○地域により
・ワンストップ型
・連携強化型

○地域をフィールドに、
保健福祉と雇用や
農業、教育など
異分野とも連携

による対応
１包括的な相談から見立て、
支援調整の組み立て＋資源開発

２高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供

○ 多世代交流・多機能型の福祉拠点の整備推進

・ 運営ノウハウの共有

・ 規制緩和の検討 等

○ １を通じた総合的な支援の提供

４総合的な人材の育成・確保

○ １を可能とするコーディネート人材の育成

○ 福祉分野横断的な研修の実施

○ 人材の移動促進 等

３効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上

○ 先進的な技術等を用いたサービス提供手法の効率化

○ 業務の流れの見直しなど効率的なサービスの促進

○ 人材の機能分化など良質で効果的なサービスの促進 等

高齢者 障害者 子ども

介護
サービス

障害福祉
サービス

子育て
支援

引きこもり
障害のある困窮者
若年認知症

難病患者・がん患者
など

高齢者 障害者 子ども

新しい支援体制を支える環境の整備

新しい地域包括支援体制

〔包括的な相談支援システム〕

サービス提供の
ほか地域づくりの
拠点としても活用

誰もがその
ニーズに
合った支援
を受けられ
る地域づくり

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」
（平成２７年９月 厚生労働省「新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討ＰＴ」報告）
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高齢者
地域包括ケアシステ

ム
［地域医療介護確保法第２条］

【高齢者を対象にした相談機関】

地域包括支援センター

子ども・子育て
家庭

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】

地域子育て支援拠点
子育て世代包括支援センター

等

課題の複合化

制度の狭間

・高齢の親と無職独身の５０代の子が同居（８０５０）
・介護と育児に同時に直面する世帯（ダブルケア） 等
⇒各分野の関係機関の連携が必要

・いわゆる「ごみ屋敷」
・障害の疑いがあるが手帳申請を拒否 等

土台としての地域力の強化
「他人事」ではなく「我が事」と考える地域づくり

地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制

生活困窮
者支援

「必要な支援を包括
的に確保する」という
理念を普遍化

「必要な支援を包
括的に確保する」
という理念を普遍
化

○既存の制度による解決が困難な
課題

障害者
地域移行、地域生活支援

【障害者を対象にした相談機関】

基幹相談支援センター 等

共生型
サービス

政策としての地域共生社会
①新しいセーフティネット

社会的孤立、複合的問題 →「地域生活課題」

申請主義を越えて 予防、総合相談支援

アウトリーチ

②社会資源の相互利用

少子高齢・人口減少社会の進展

財源・施設・人材など 規制緩和 ←共生ケアの実績

③持続可能な地域づくり

・包括的支援体制、地域福祉計画

・共生文化 差別・排除・人権 （地域の２つの顔）

ガバナンス（対話と自治）による地域福祉の創出する。

そのためにソーシャルワーカー（コーディネーター）の役割が
重要である。
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同志社大学 上野谷加代子

▶ 労働的・経済的自立

▶ 精神的・文化的自立

▶ 身体的・健康的自立

▶ 社会関係的・人間関係的自立

▶ 生活技術的・生活管理的自立

▶ 政治的・契約的自立

（大橋謙策の6つの自立）

ソーシャルワーカー（地域CO)は「自立」
支援を住民と共に作る

（地域福祉の推進）
第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び
社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は
、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社
会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化そ
の他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、
地域福祉の推進に努めなければならない。

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービス
を必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護
予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要
介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう
。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サー
ビスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福
祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる
分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（
以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決
に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）と
の連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

社会福祉法改正（第４条）
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（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）

第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事
業を行うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当
該事業を行うに当たり自らがその解決に資する支援を行うことが困難な地
域生活課題を把握したときは、当該地域生活課題を抱える地域住民の心身
の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、支援関係機関によ
る支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認めるときは
、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよ
う努めなければならない。

一 児童福祉法第六条の三第六項に規定する地域子育て支援拠点事業又
は同法第十条の二に規定する拠点において同条に規定する支援を行う
事業

二 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）第二十二条第一項に規
定する母子健康包括支援センターを経営する事業

三 介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業

四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七
十七条第一項第三号に掲げる事業

五 子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第五十九条第
一号に掲げる事業

社会福祉法改正（第106条の２）

（社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）

第１０９条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以
上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域
福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内にお
ける社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する
活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内にお
ける地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保
護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあ
つてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営
する者の過半数が参加するものとする。

一 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

二 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

三 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調
整及び助成

四 前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全
な発達を図るために必要な事業

社会福祉法改正（第109条）
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地域共生社会の実現に向けて
求められる

ソーシャルワークの機能

・長野県社協資料より

同志社大学 上野谷加代子

ソーシャルワーク機能（力学）による「総合相談体制」について
長野県社会福祉協議会作成 「地域を基盤としたソーシャルワーク機能強化に向けた総合相談体制整備事業報告書」（2019年3月）より
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同志社大学 上野谷加代子

地域福祉推進関係者のこだわり

• 地域における社会生活にこだわる

• 住民（生活者）主体にこだわる

• 方法にこだわる（自立支援、参画と協働）

• 地域資源の最大活用にこだわる（ひと・も
の・かね・とき・しらせ・・）

• 地域経営（目標、方法、プロセス、結果、
効果の説明責任と共有、蓄積、循環）

• 持続可能な地域社会づくり

同志社大学 上野谷加代子

助け合いとコミュニティ再生
－新：地域福祉実践－

• つながりの再構築（あらゆる参加と協働）

• 「縁」(血縁、地縁、社縁、志縁、女縁、支縁
（援）…)を起こし、育て、伝え、つなぐ。

• つながりを再構築するための基盤づくり

（人・モノ・カネ・情報・拠点・政策化等）
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ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

コミュニティケアマネジメント

フォーマルサービスの状況

インフォーマルサポートの状況

本人の心身状況

Ａ
１

Ａ
２

Ａn

同志社大学 上野谷加代子

主任
ケアマネジャー

教育者

保健師

社会福祉士

携連 民生・児童委員

自治会長

ボランティア
生協・農協

家族

携連

専門職と住民との協働で生活支援を

生
活
支
援

専門性

• 近隣住民など

• ボランティアなど

• 民生委員など

• 社会福祉士

(CSW) など

• 介護福祉士など

• 介護支援専門員など

生活支援を支えるワーカー群
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地域福祉の担い手

•友愛訪問員

•介護ボランティア

•近隣住民

専門非専門

ケア

オーガナイズ
コーディネート

•医師・看護師

•保健師

•ソーシャルワーカー

•地域住民リーダー

•ボランティアリーダー

•社協職員

•スーパーバイザー

保健師

•CSW

民生委員・

児童委員

同志社大学 上野谷加代子

公的サービス
（福祉・保健・
医療、介護保
険）サービス

システム化

生活支援
サービス

見守り・
支援活動

近隣の自然な
助け合い、
支えあい

住民参加型在宅
福祉サービス、
食事サービス等

小地域ネットワーク、
ふれあい・

いきいきサロン

出所：社会福祉法人 全国社会福祉協議会(2009)『生活支援サービスの充実・発展のために』
（p．4）より一部改変

専門職による
総合相談

地域における
総合相談

近隣による
なんでも相談

地域に根ざした生活支援

ＮＰＯ，生協、農
協・・・・など 地区社協での

小地域福祉活動
など



20

同志社大学 上野谷加代子

地域福祉の定義

（住みなれた）地域社会のなかで、家族、
近隣の人びと、知人、友人などとの社会
関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、
誰もが自分らしく、誇りをもって、家族およ
びまちの一員として、普通の生活（くらし）
を送ることができるような状態を創ってい
くこと。

－上野谷加代子－

②福祉課題の解決
に向けて自治的に
政策を展開する

①住民の福祉課題
を解決する

③コミュニティ
をつくる

④福祉を支える
住民になる、
仲間を創る

市
民
が
地
域
に

福
祉
を
創
る

地域福祉の構成要素
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実践事例から学ぶ

• 縁（えにし）実践創造センターの設立から、今
日まで

• 生きづらさを抱えている者を地域生活者に位
置づけなおす試み

• 個別支援、ネットワーキング（集団支援）、地
域支援との連続

• 寄りそい、ひたすらなるつながり

同志社大学 上野谷加代子

おわりに

研修を通して
たすけ上手･たすけられ上手

の学び人に


